
鈴鹿市人権教育センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年３月２５日 

鈴鹿市長 

鈴鹿市条例第１２号 

 

鈴鹿市人権教育センター条例の一部を改正する条例 

 

鈴鹿市人権教育センター条例（平成１６年鈴鹿市条例第３０号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

（損害賠償） （損害賠償） 

第６条 利用者は、センターの施設又は設備

を滅失し、又は損傷したときは、その損害

を賠償しなければならない。ただし、市長

が特別の理由があると認めたときは、その

全部又は一部を免除することができる。 

第６条 利用者は、センターの施設又は設備

を滅失し、又は損傷したときは、その損害

を賠償しなければならない。ただし、教育

委員会が特別の理由があると認めたとき

は、その全部又は一部を免除することがで

きる。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


